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明

治

初

期

は

新

政

府

に

変

わ

っ

た

と

は

い

え

江

戸

時

代

と

変

っ

て

い

な

い

こ

と

が

古

文

書

を

調

べ

て

み

る

と

分

か

る

。

言

葉

は

確

か

に

新

し

い

用

語

を

使

っ

て

い

る

が

、

そ

の

内

容

は

ま

た

そ

の

方

法

は

そ

れ

程

変

わ

っ

て

い

な

い

。

｢

天

は

人

の

上

に

人

を

創

ら

ず

、

人

の

下

に

人

を

創

ら

ず

｣

と

福

沢

諭

吉

が

唱

え

た

。

確

か

に

身

分

制

度

は

無

く

な

っ

た

が

、

見

え

な

い

垣

根

は

依

然

存

在

し

て

い

た

。

長

い

封

建

制

度

に

縛

り

つ

け

ら

れ

て

い

た

庶

民

は

新

し

い

世

の

中

に

順

応

す

る

術

を

知

ら

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。

諭

吉

は

庶

民

に

学

問

を

身

に

付

け

さ

せ

よ

う

と

し

た

の

は

こ

の

た

め

で

あ

っ

た

。

政

府

の

ト

ッ

プ

が

変

わ

っ

た

と

は

言

え

下

部

の

仕

組

み

は

旧

態

依

然

そ

の

ま

ま

で

あ

っ

た

。

大

き

な

変

革

は

却

っ

て

混

乱

の

本

、

む

し

ろ

時

間

を

か

け

て

慎

重

に

し

た

方

が

う

ま

く

い

く

の

で

あ

る

。

だ

が

そ

れ

で

も

混

乱

は

生

じ

て

い

た

。

 

             

（

印

旛

県

 

明

治

五

年

）

 

 

 

壬

申

と

書

い

て

あ

る

の

で

明

治

五

年

の

も

の

で

あ

る

。
「

戸

長

頭

取

申

付

候

事

」

と

い

う

表

題

が

付

い

て

お

り

、

印

旛

県

庶

務

（

現

在

の

千

葉

県

印

旛

沼

）

が

布

達

し

た

触

書

の

写

し

で

あ

る

。

 

新

政

府

は

明

治

五

年

二

月

に

戸

籍

法

を

制

定

し

、

地

方

行

政

区

域

と

し

て

大

小

区

制

と

い

う

大

区

、

小

区

、

村

と

い

う

区

画

を

設

定

し

た

。

こ

れ

に

よ

っ

て

同

年

四

月

に

政

府

は

従

来

の

名

主

、

庄

屋

を

廃

止

し

て

戸

長

、

副

戸

長

を

置

く

こ

と

を

布

達

し

た

。

戸

長

は

戸

籍

の

事

務

を

行

う

の

で

あ

る

が

、

一

般

に

は

従

来

の

名

主

、

庄

屋

が

こ

れ

を

引

継

ぎ

県

の

命

令

を

村

に

伝

え

る

機

能

を

も

担

っ

た

の

で

あ

る

。

頭

取

は

従

来

の

組

頭

の

こ

と

と

思

わ

れ

る

。

戸

長

は

明

治

十

一

年

七

月

、

都

区

町

村

編

成

法

の

制

定

に

伴

い

廃

止

さ

れ

た

の

で

、

町

長

、

村

長

に

置

換

わ

る

ま

で

の

呼

名

で

あ

る

。
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印

旛

県

 

新

紙

幣

 

 

  
 

 
 

 

記

 

壱

円

 

一

紙

幣

三

枚

 
 

但

 
 

 

二

十

銭

 

十

銭

 

新

紙

幣

之

儀

、

当

年

二

月

十

五

日

ゟ

敢

行

相

成

候

段

、

 

兼

而

御

布

告

御

□

処

、

右

各

種

之

内

三

種

為

見

本

今

 

般

御

下

ケ

被

遊

、

製

造

方

並

寸

法

等

□

者

見

届

ケ

無

 

疑

念

通

用

可

為

致

旨

仰

渡

候

 

但

半

円

二

円

其

外

見

□

間

ニ

合

意

ニ

□

不

相

成

 

候

得

共

、

是

又

同

様

可

心

得

旨

被

仰

渡

候

 

   

こ

れ

は

新

た

に

発

行

さ

れ

た

新

紙

幣

を

市

民

に

周

知

さ

せ

る

た

め

そ

の

見

本

三

種

を

付

け

て

触

れ

た

も

の

で

あ

る

。

当

時

、

高

度

な

印

刷

技

術

を

持

っ

て

い

な

か

っ

た

た

め

、

ド

イ

ツ

に

紙

幣

製

造

を

依

頼

し

、

日

本

で

「

明

治

通

宝

」

の

文

言

や

官

印

な

ど

を

補

っ

て

完

成

し

た

。

こ

の

紙

幣

は

、

明

治

五

年

四

月

か

ら

発

行

さ

れ

、

通

称

は

「

ゲ

ル

マ

ン

紙

幣

」

、

「

明

治

通

宝

札

」

等

と

呼

ば

れ

て

い

た

。

 

   

壱

円

 
 

明

治

通

宝

 

     

同

時

に

つ

ぎ

の

も

の

も

触

れ

た

。

こ

こ

に

書

か

れ

て

鈴

木

善

右

衛

門

は

戸

長

で

あ

ろ

う

。

こ

こ

か

ら

各

村

々

へ

順

達

し

て

い

る

。

大

小

区

制

の

施

行

過

程

で

五

保

制

度

が

布

か

れ

、

従

来

の

五

人

組

制

度

が

踏

襲

さ

れ

た

。

こ

れ

は

そ

の

布

達

と

思

わ

れ

る

が

内

容

は

江

戸

時

代

の

も

の

と

変

わ

っ

て

い

な

い

。

明

治

維

新

と

い

え

ば

何

も

か

も

新

し

く

な

っ

た

と

思

う

が

、

以

下

い

く

つ

か

の

古

文

書

の

よ

う

に

文

明

開

化

に

は

し

ば

ら

く

時

間

が

か

か

っ

た

よ

う

で

あ

る

。

 

     



 3 

印

旛

県

 

五

人

組

(

一

)
 

 

  

一

御

示

書

 
 

 
 

 
 

 
 

 

壱

部

 

右

者

当

今

御

法

度

筋

其

外

御

条

目

ニ

付

、

 

□

者

成

弁

別

御

趣

意

□

□

之

儀

い

た

し

候

様

、

 

小

前

末

々

江

も

懇

切

ニ

説

諭

可

致

旨

、

被

 

仰

渡

候

御

下

ケ

相

成

候

 

右

之

条

今

般

出

□

之

節

、

御

渡

相

成

候

間

、

前

送

 

申

候

、

早

速

御

順

達

留

り

村

方

ゟ

御

返

却

可

被

成

 

候

也

 

仁

連

町

 

壬

申

八

月

八

日

 
 

 
 

 

鈴

木

善

右

衛

門

 

右

御

役

人

衆

中

 

 

印

旛

県

 

五

人

組

(

二

)
 

 

 

王

政

 

御

一

新

ニ

付

 

御

高

札

面

ハ

勿

論

追

々

御

 

布

告

之

趣

自

今

以

後

被

 

仰

出

候

 
 

御

旨

趣

 

堅

可

相

守

事

 

一

父

母

孝

行

を

尽

し

夫

婦

兄

弟

親

類

中

 

む

つ

ま

し

く

可

仕

候

、

若

親

類

不

和

異

見

を

も

不

 

相

用

、

不

孝

不

儀

之

輩

有

之

候

ハ

ゝ

速

ニ

可

申

出

候

事
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印

旛

県

 

五

人

組

(

三

)
 

 

 

一

老

人

を

大

切

ニ

い

た

し

幼

少

之

者

を

い

つ

く

し

み

 

可

申

者

勿

論

、

便

り

な

き

老

幼

之

も

の

有

之

ハ

、

其

所

 

ニ

て

介

抱

い

た

し

其

旨

可

申

出

事

 

一

父

母

之

葬

式

者

勿

論

、

先

祖

始

仏

事

之

義

者

、

身

 

分

相

応

丁

寧

ニ

心

底

を

尽

し

可

相

勤

事

 

一

跡

式

之

儀

者

兼

而

書

置

い

た

し

、

村

役

人

五

人

組

 

 

立

会

加

判

い

た

し

死

後

ニ

出

入

無

之

様

可

致

事

 

 

（

中

間

省

略

）

 

    

印

旛

県

 

五

人

組

(

四

)
 

 

 

一

村

々

五

人

組

を

最

寄

次

第

五

軒

宛

組

合

、

借

地

 

店

借

社

寺

門

歩

下

人

ニ

至

迄

、

諸

事

相

互

ニ

申

合

吟

 

味

い

た

し

、

悪

事

無

之

様

平

日

相

心

得

可

申

候

事

 

 

右

の

条

々

堅

可

相

守

も

の

也
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（

甲

府

県

 

明

治

二

年

）

 

同

じ

く

今

は

存

在

し

な

い

県

名

の

例

で

あ

る

。

山

梨

県

は

明

治

元

年

六

月

鎮

撫

府

設

置

、

十

一

月

甲

斐

府

設

置

、

明

治

二

年

甲

府

県

設

置

、

明

治

四

年

十

一

月

廃

藩

置

県

に

よ

り

、

そ

れ

ま

で

の

甲

府

県

が

現

在

の

山

梨

県

と

改

め

ら

れ

た

。

こ

れ

は

明

治

二

年

に

甲

府

県

庁

が

出

し

た

納

税

督

促

状

と

思

わ

れ

る

。

宛

先

の

南

野

呂

村

役

人

は

小

さ

く

下

方

へ

書

か

れ

て

お

り

、

言

葉

づ

か

い

も

候

文

で

江

戸

時

代

の

書

式

が

残

っ

て

い

る

。

 

      
去

巳

年

延

納

残

 

今

以

皆

納

不

致

 

等

閑

之

事

ニ

候

 

明

後

廿

九

日

無

 

相

違

可

納

者

也

 

 

十

月

廿

七

日

（

左

上

）

 

甲

府

県

庁

 

南

野

呂

村

 

役

人

 

    

田

安

家

の

滅

亡

 

幕

末

の

甲

州

は

大

部

分

が

幕

府

直

轄

領

で

あ

っ

た

が

、

ほ

か

に

徳

川

御

三

卿

（

八

代

将

軍

吉

宗

の

子

孫

で

田

安

、

一

橋

、

清

水

の

三

家

）

の

一

つ

田

安

家

の

領

地

一

〇

三

ヶ

村

、

四

万

八

千

石

が

あ

っ

た

。

幕

府

直

轄

領

は

明

治

二

年

七

月

に

新

政

府

直

轄

の

甲

府

県

と

な

っ

た

。

し

か

し

田

安

領

は

旧

領

の

ま

ま

で

あ

り

、

そ

れ

を

不

服

と

し

て

明

治

二

年

十

月

天

朝

御

領

編

入

を

求

め

る

一

揆

が

起

こ

っ

た

。

そ

の

結

果

、

明

治

三

年

田

安

家

は

領

地

返

上

を

新

政

府

に

申

し

出

、

田

安

領

は

甲

府

県

に

併

合

さ

れ

た

。

こ

こ

で

甲

斐

国

一

円

を

区

域

と

す

る

現

在

の

山

梨

県

と

同

じ

形

が

で

き

あ

が

っ

た

。

 

こ

の

よ

う

に

明

治

十

年

ぐ

ら

い

ま

で

は

特

に

農

村

部

で

は

混

乱

の

時

代

で

あ

っ

た

。

明

治

政

府

の

統

率

力

が

弱

く

、

ま

た

農

民

の

理

解

力

が

乏

し

か

っ

た

こ

と

が

そ

の

一

因

で

あ

る

。

し

か

し

時

代

の

流

れ

は

変

え

が

た

く

、

新

政

府

は

民

衆

の

力

を

利

用

し

て

旧

制

度

の

改

革

に

あ

た

り

、

つ

い

に

徳

川

吉

宗

か

ら

続

く

田

安

家

は

滅

亡

し

た

の

で

あ

っ

た

。

 

そ

の

村

民

騒

動

の

際

、

新

政

府

の

甲

府

県

庁

か

ら

村

民

に

対

し

説

得

し

て

、

沙

汰

あ

る

ま

で

暴

動

を

起

こ

さ

な

い

よ

う

待

て

と

一

札

入

れ

さ

せ

た

の

で

あ

っ

た

。

こ

の

古

文

書

は

そ

の

写

し

で

あ

り

二

枚

に

切

れ

て

い

る

の

で

、

全

文

揃

っ

て

い

る

か

ど

う

か

は

不

明

で

あ

る

。

こ

れ

も

書

式

は

江

戸

時

代

と

変

わ

り

は

な

い

。
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差

上

申

一

札

之

事

 

一

枚

目

(

一

)
 

 

      

  

差

上

申

一

札

之

事

 

私

共

村

々

之

儀

領

主

役

場

ニ

お

い

て

 

金

札

引

替

ニ

付

多

分

之

刎

金

 

下

而

渡

ニ

相

成

又

ハ

正

金

少

く

差

支

 

候

間

金

札

納

相

願

候

処

前

増

 

取

立

又

ハ

大

小

切

金

先

納

取

立

 

其

他

廉

々

難

渋

甲

府

 

御

政

衛

江

嘆

願

仕

候

処

去

 

月

十

五

日

明

天

朝

御

沙

汰

の

旨

 

諄

々

御

説

諭

有

者

領

主

役

場

江

 

御

引

渡

し

相

成

帰
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附
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領

主
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人

ヲ

 

村

役

人

共

よ

り

申

談

候

得

共

 

更

ニ
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聞

入

無

拠
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和

御

 

出

衛

江

御

注

進

申

上

御

出
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有

之

積
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利

締

ニ

子

衛
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前

之

者

と

も
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ヲ
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村

々

役
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人

ツ

ゝ

相
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嘆

願

申

 

甲

府

 

御

政

衛

ゟ

御

重

役

様
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和

 

宿
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出
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領

主

役

場

而

も

 

重
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立
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々
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天

朝

御

料

奉

願

候

処

村

々

願

ニ

 

因

而

 

天

朝

御

料

乍

被

仰

付

筋

ニ

無

之

 

領

主

存

寄

を

以

無

相

違
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役
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領

ニ

相

成

候

間
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節

相
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得

 

神
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今
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京
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役
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方

被
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趣
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々
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又
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